
 

 

七十七グループの人権方針 
 

 

七十七グループは、創業より受け継がれる「地域の繁栄を願い、地域社会に奉仕する」

という行是の理念に則り、人権の尊重は果たすべき重要な責務の一つであるとの認識のも

と、お客さま、役職員をはじめ、あらゆるステークホルダーの人権を尊重します。 

 

 

１．国際規範の尊重 

七十七グループは、「世界人権宣言」、「ビジネスと人権に関する指導原則」など 

の国際規範を尊重します。 

 

２．適用範囲 

人権方針は、七十七グループ全役職員に適用されます。また、お客さまを含む、あら 

ゆるステークホルダーに対しても、本方針を理解し、ご支持いただくことを期待します。 

 

３．人権尊重に対するコミットメント 

  七十七グループは、あらゆる企業活動において、人種、民族、国籍、出身、社会的 

身分、年齢、宗教、信条、性別、性的指向、性自認、障がいの有無、身体的特徴など 

を理由とした差別やハラスメント行為、人権侵害を行いません。 

 

４．人権啓発教育の充実 

  七十七グループは、人権に関するあらゆる課題の解決に向け、役職員一人ひとりが 

人権に関する正しい知識と理解を深めるために、幅広い人権啓発教育に取り組みます。 

 

５．是正・救済 

  七十七グループが、人権に対して負の影響を及ぼした場合、もしくは助長している 

ことが認められた場合には、適切に対応し、是正・救済に努めます。 

 

６．情報開示と対話 

  七十七グループは、積極的な情報開示とステークホルダーとの対話を通じ、人権に 

関する取組みの改善・向上に努めます。 

 

以 上 

 


